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○
消
防
庁
告
示
第
六
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法

施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
八
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十

一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
講
習
機
関
の
行

う
講
習
に
係
る
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

016529
テキストボックス
別紙６
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改

正

後

改

正

前

第
三

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

第
三

［
同
上
］

一

特
種
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講

一

［
同
上
］

習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目

講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

消
防
用
設
備
等
概
論

［
同
上
］

イ

消
防
用
設
備
等
の
概
論

二
時
間

［
新
設
］

［
同
上
］

ロ

点
検
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
要
点

［
新
設
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

二

［
同
上
］

欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目

講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

消
防
用
設
備
等
の
点
検
要
領
及
び
点
検
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
要
点

六
時
間

消
防
用
設
備
等
の
点
検
要
領

［
同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

第
四

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
四

［
同
上
］

一

特
種
の
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
三
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に

一

［
同
上
］

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

［
同
上
］

［
同
上
］

第
一
種
及
び
第
二
種
の
消
防
設
備
点
検
資
格
者
免
状

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
制

［
同
上
］

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
制

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

度
、
消
防
法
規
、
建
築
基
準
法
規
、
火
災
予
防
概
論

度
、
消
防
法
規
、
建
築
基
準
法
規
、
火
災
予
防
概
論

及
び
消
防
用
設
備
等
概
論
（
点
検
に
お
け
る
保
安
に

及
び
消
防
用
設
備
等
概
論

規
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
甲
種
消

関
す
る
要
点
を
除
く
。
）

［
同
上
］

防
設
備
士
で
第
一
類
か
ら
第
三
類
ま
で
の
い
ず
れ
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か
、
第
四
類
及
び
第
五
類
の
免
状
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

第
七

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間

第
七

［
同
上
］

一

特
種
の
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

一

［
同
上
］

る
再
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

再
講
習
科
目

再
講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［

略
］

［
略
］

［

同
上
］

［
同
上
］

（一）

（一）

点
検
実
務

点
検
実
務

（二）

（二）

［
イ
～
ハ

略
］

四
時
間

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
同
上
］

ニ

点
検
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
要
点

［
新
設
］

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

二

［
同
上
］

の
下
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

再
講
習
科
目

再
講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［

略
］

［
略
］

［

同
上
］

［
同
上
］

（一）

（一）

点
検
実
務

点
検
実
務

（二）

（二）

［
イ
～
ハ

略
］

四
時
間

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
同
上
］

ニ

点
検
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
要
点

［
新
設
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




